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１．稼行鉱山数・鉱山労働者数

⚫ 令和３年末時点の管内稼行鉱山数は４１鉱山（前年比±０鉱山）。

⚫ 鉱山労働者数は、１，477人（対前年－47人）。

（資料）災害月報より当部作成
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令和３年に発生した当部管内の災害（風水雪害・鉱害を除く）

Case１．火災（間詰め材（発泡スチロール及び木材）に引火）

⑥ 原因

⚫作業員の判断で可燃物近くでガス溶断を実施し
た。（現場の危険予知が不十分）

⚫作業責任者に相談せず作業法を変更した。

⚫鉱山のルールに関する理解が不足していた。
（火気取扱い、火災時の連絡）

① 発生日：令和３年１月１４日 ② 発生場所：地下施設（坑道） ③ 鉱種：石灰石 ④ 罹災者：なし

⑤ 概要：

⚫請負事業者（非鉱山労働者）により、坑内の鋼枠設置部の補強工事を実施。（鉱山保安法適用外）

⚫既設の間詰め材（発泡スチロール及び木材）、鋼矢板（転石受板）の順に1スパン目の撤去を開始。

⚫鋼矢板が鉱枠に溶接されていたため、取り外し困難と判断しガス切断する工法に変更した。

⚫溶断作業中に未撤去の発泡スチロール等に引火した。

⚫直ちに、消火器を使用し消火し鎮火した。

⑦ 対策

⚫作業方法等変更の場合、上席者へ報連相等を行
い実施方法を協議して行うことを周知。

⚫保安規程における火気の取扱いの条文及び手順
書を見直し、火気使用を申告制とし、再教育。







12

Case４．火薬類のため（含水爆薬の紛失）

⑦対策

⚫未開封箱の開封時は、全ての爆薬の数量を１本毎に数えて確認する。

⚫振り分け時の端数箱（端数確認）についても１本毎の数の確認する。

⚫火薬類取扱所の火薬類取扱は２名体制で実施する。

① 発生日：令和３年６月１４日 ② 発生場所：坑内火薬類取扱所 ③ 鉱種：金、銀 ④ 罹災者：なし

⑤ 概要

⚫坑外火薬庫から坑内火薬類取扱所に火薬類（爆薬）を搬入し数量を確認した。

⚫火薬類取扱所で、搬入した爆薬を各切羽へ払い出すために切羽毎に振り分け作業を実施した。

⚫振り分け作業後に爆薬の残数量を確認したところ、爆薬１本が不足することが判明した。

⑥ 原因（推定）

⚫火取所内外での紛失の可能性は極めて低い。

• 火薬類取扱所搬入前及び搬入後において本数が確認されている。

• 火薬類取扱所内を隈無く探したが、発見されなかった。

• 火薬係員が火薬類取扱所の外に持ち出した可能性は極めて低いと判断される。

• 火薬類受渡簿、消費量、返還量等の記録の記載に誤りは認められない。

⚫振り分け作業中に新たに開封した箱の中にあった未開封袋（２５本）が２４本で
あった可能性が否定出来ない。

• 未開封袋は１袋２５本との認識により、本数確認まで実施していなかった。

• 振り分け時に端数箱のに入れた本数を都度確認していなかった。
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Case７．取扱中器材鉱物等のため（鉄板吊り上げ時）

① 発生日：令和３年１０月１５日 ② 発生場所：鉱山内修理作業場 ③ 鉱種：けい石

④ 罹災者：軽傷１名（休業日数１２日）〔右足親指先の骨のひび、同親指付け根部の裂傷〕

⑤ 概要

⚫罹災者は、洗車ピット底に敷く鉄板を溶接するために反転させ
ようと天井クレーンを使用して吊り起こそうとしていた。

⚫その際、鉄板に取り付けた吊り上げ用の受側金具の溶接部が
外れ、右足先の上に鉄板が倒れ、罹災した。（罹災者は１人作
業、安全靴着用）

⑥ 原因

⚫鉄板と鉄板受側金具の溶接強度が不十分であった。また、当該
部分の溶接状態の確認が不十分であった。

⚫吊り上げ荷の下に作業員の身体（一部）が入っていいた。

⚫作業員の危険作業（リスク）に対する意識が甘かった。

⑦ 対策

⚫保安統括者から関係者に対し、注意喚起を行った。

⚫保安規程の見直し（作業基準、溶接部の確認方法等の追加）
関係者に周知
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４．令和３年度 立入検査結果（保安検査）

⚫ 令和３年度 当部は管内６鉱山に対して保安検査を実施（内訳：金属１・非金属３・石灰石

２・天然ガス０）。自主保安体制、保安規程の遵守状況を確認、指導。

⚫ 検査指摘事項は全１２件。保安規程の未遵守など、書類検査が８件、ベルトコンベ
ア・通路防護柵の不備など、現場検査が４件。

分類 指摘件数 改善が必要と認められる事項 R３FYR２FY

書類
検査

８
(６７％)

・法令手続関係未届等
・保安規程の未遵守等
・現況調査の記録未作成
・その他

計

１
３
１
３

8

２
１4
１
1

１９

現場
検査

４
(３３％)

・ＢＣ、通路防護柵等の不備
・車両系山機械・自動車及び鉱山道路等の不備
・電気設備の不備
・その他

計

１
０
０
３

４

１１
３
１
５

２０

計 １２ １２ ３9
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４. 令和３年度 立入検査の指摘事項の内訳

(書類検査) 検査件数は少ないものの、保安規程の未遵守が多い

(現場検査) 消火設備、警標不備等の指摘及びBC、通路の防護柵の不備のみであり、
例年指摘されていた電気設備の不備や車両系機械・自動車、鉱山道路の不備に対す
る指摘は０件であった。

0 1 2 3 4
(指摘件数)

R３年度 ◆書類検査◆

0 1 2 3 4
(指摘件数)

R３年度 ◆現場検査◆

(１) BC、通路防護柵の不備

(３) その他（消火設備、警標不備等）

（３) 保安規程の未遵守等

(１) 法令手続き未届等

(1) 現況調査の記録未作成

(３) その他（請負業者に対する指示不足等）
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４．令和３年度 立入検査の指摘事項の内訳（主なもの）

通路、ＢＣ、

防護柵

〇回転体の防護カバーの未設置

○通路に開口部が認められる

○階段に腐食が散見

○ベルトコンベア架台のナットの緩

○消火器の設置位置が明示されていない。

○破砕機のVシープが不安定な位置で停止するリスクが認められた。

〇オープンシュートの投下箇所が明示されていない

現 場 検 査

その他

法令手続き

の未届出
〇特定施設について工事計画届出がなされていない

保安規程の

未遵守

○騒音・振動測定について、保安規程に定めていない

〇保安教育の項目の一部が記録で確認できない

○日常巡視点検記録に点検実施者が記載されていない

現況調査 〇保安規程変更時の現況調査の記録が無い

その他

〇請負事業者に発注する内容が不明確

○鉱山内で洗い出ししたリスク等について対策及び実施

計画が明確でない

○事故の再発防止対策の継続実施について、定期的に

PDCAを行う必要がある。

書 類 検 査


